
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＰＡ活動では、くらしに役立つ学習会や相談会を店舗や支所で開催しています。出前講座も行っています。 

お気軽に下記へお問い合わせ下さい。 

 【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部 ＬＰＡ活動事務局 

く ＴＥＬ：０９２－９４７—９００３ ＦＡＸ：０９２－９４７—９１９２

Ｑ．マイナンバーは 

赤ちゃんでももらえるの？ 

Ａ．出生届を提出し、住民票が作

成された時からもらえます。 

Ｑ．個人番号カードは、 

レンタルショップや 

スポーツクラブで、 

身分証明書として 

使えるの？ 

Ａ．使えます。 

Ｑ．マイナンバーの数字は、 

希望すれば、好きな番号を 

もらえるの？ 

Ａ．もらえません。市町村長が 

指定するものなので、原則とし

て、変更できません。 

Ｑ．マイナンバーが通知されるのは、

日本国籍の人だけなの？ 

Ａ．住民票を有するすべての方が 

対象です。したがって、外国人も

含まれます。 

Ｑ．マイナンバーを民間企業に提出するこ

とがあるの？ 

Ａ．勤務先からマイナンバーの提出を 

求められるほか、証券会社、保険会社

などの金融機関にもマイナンバーの 

提出を求められる場合があります。

マイナンバー Ｑ&Ａ 

他にも、わからないことがありましたら、 

マイナンバー 政府広報 のＨＰをご覧いただくか、下記の番号におかけくださ

マイナンバーの通知や利用、手続きにおいて、行政機関などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、 

家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。 

ＡＴＭの操作をお願いすることもありません。 

 

発行日 2016 年 3 月 15 日 

発行者 くらし見直し委員会 

    LPA 活動 

発行責任者 後藤 悦子 

       NO.116


